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指定基準の定め

【解釈通知】 ○介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について

サービスの提供に当たっては、法第118条の２第１項に規定する介護保険等関連情報等を活
用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向
上に努めなければならないこととしたものである。

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care Information system 
For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい
（この点については、以下の他のサービス種類についても同様とする。）。

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11年9月17日老企第25
号）第３一・３（１） 等
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各サービスの事業に共通する「一般原則」として、各サービス事業者は「介護保険法第118条の２第１
項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけ
ればならない。」

※居宅サービス、地域密着型サービスや施設サービスにおいて同様の規定あり
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）第３条第４項 等

サービス事業者は、サービスの提供にあたって、PDCAサイクルを構築・推進する

ことで、サービスの質の向上に努めなければなりません。



科学的介護情報システム（LIFE）とは
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〇データを提供して終了ではなく、フィードバックを踏まえて計画書等の改善に活かしてい
ただくことで、質の高いケアにつなげていくことが重要！
※データを記録することが目的にならないように。

〇短期的な成果を目的とするものではなく、「利用者毎の状態や意向に基づくケアの計
画」→「ケアの実践」→「ケアの評価」→「評価に基づく計画の見直し」という一連の流れ
（PDCAサイクル）を継続して実施していくことを通して、中長期的に介護施設・事業所のケ
アの質を向上していくことが求められています。

厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果①
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〇LIFEでは同じ「軸」で利用者のアセスメントや評価を行うため、利用者の状態を正確に捉
えることができ、関係職員が共通の目標に向かって取り組みやすくなります。

〇また、全国の介護施設・事業所において同じ項目を用いて評価を行うため、自事業所内
のみならず、他事業所等と情報共有する際に共通の認識を持つことにも役立ちます。

厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果①（事例紹介）

6
厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果②
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〇LIFEの活用により、利用者の状態や日々のケアの「見える化」につながります。

〇フィードバックにより、以前と比較してどのように変化したか、全国の同じような利用者と
比較してどのような状態かを「見える化」します。

〇変化や差がみられた項目をきっかけとして計画やケアの内容を見直すことで、よりよい
ケアへつながることが期待されます。

厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果②（事例紹介）
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厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果③
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〇LIFEへの提出情報やフィードバックといった同じデータを様々な職種の職員が共有し、複

数の視点で議論することで、利用者や提供するケアのあり方について多くの角度から理解
することや、職員が自身のケアについて客観的に振り返ることにつながります。

厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果③（事例紹介）
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厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE活用効果③（事例紹介）
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厚労省LIFE説明会資料より抜粋



LIFE関連加算
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「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き」より

LIFE関連加算はサービスごとに各表
のとおりです。
（令和６年度報酬改定時点）



LIFE関連加算

加算毎に対応する様式

「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き」より
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LIFE関連加算

科学的介護推進体制加算（訪問リハ以外算定可能） （介護医療院の場合）
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（厚生労働省告示第95号92の3）

イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況

等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(２) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する

情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) イ(1)に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出しているこ

と。
(２) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ(1)に規定す

る情報、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報
を活用していること。

算定要件は？

厚生労働省への提出はLIFEを用いて行うこととする（老企第40号 第2の8(41)）。

提出する情報とはどういうものか？



LIFE関連加算

科学的介護推進体制加算（訪問リハ以外算定可能） （介護医療院の場合）
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（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について）

ＬＩＦＥへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式２（
科学的介護推進に関する評価（施設サービス））にある「基本情報」、「総論」、「口腔・栄養」及び
「認知症（別紙様式３も含む。）」の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き、提出するこ
と。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護
推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論」の診断名・服薬情報についても提出する
こと。上記以外の項目（「認知症」や「その他」の任意項目等）についても、必要に応じて提出する
ことが望ましいこと。

厚生労働省へ提出する情報とは？

具体的な項目（別紙様式２）はどんなもの？



LIFE関連加算

科学的介護推進体制加算（訪問リハ以外算定可能） （介護医療院の場合）
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別紙様式２（科学的介護推進に関する評価（施設サービス））

「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き」より

（参考）別紙様式２（https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001242312.docx）



LIFE関連加算

個別機能訓練加算 （通所介護の場合）
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（厚生労働省告示第95号16）

イ・ロは1日につき算定し同時算定は不可、ハは1月につきイ又はロに加算

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士（中略）等を一名以上配置していること。
(２) ～ （５） 略

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置していること。
(２) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。
(２) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の

実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。

算定要件は？



LIFE関連加算
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（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について）

ＬＩＦＥへの提出情報について

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」（令和６年

３月 15 日老高発 0315 第２号、老認発0315第２号、老老発 0315 第２号）別紙様式３－２（生活

機能チェックシート）にある「評価日」、「要介護度」、「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症

高齢者の日常生活自立度」、「職種」、「ADL」、「IADL」及び「基本動作」、並びに別紙様式３－３（

個別機能訓練計画書）にある「作成日」、「要介護度」、「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知

症高齢者の日常生活自立度」、「健康状態・経過（病名及び合併症に限る。）」、「個別機能訓練

項目（プログラム内容、頻度及び時間に限る。）」の各項目に係る情報を提出すること。

厚生労働省へ提出する情報とは？

具体的な項目（生活機能チェックシート、個別機能訓練計画書）はどんなもの？

個別機能訓練加算 （通所介護の場合）



LIFE関連加算
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生活機能チェックシート

（参考）生活機能チェックシート（https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001242318.docx）

個別機能訓練加算 （通所介護の場合）

「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き」より



LIFE関連加算
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個別機能訓練計画書

（参考）個別機能訓練計画書（https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001242319.xlsx）

個別機能訓練加算 （通所介護の場合）

「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き」より



PDCAサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、
その更なる向上に努めることが重要。したがって、情報を厚生労働省へ提出す
るだけでは、本加算の算定対象とならない（科学的介護推進体制加算の場合、老企第

40号 第2の8(41)） 。

※データを記録することが目的にならないように※
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LIFE関連加算

イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況

等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(２) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する

情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(１) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。
(２) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の

実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。

加算要件を振り返ると・・・



LIFEの活用事例

フィードバックの活用

フィードバックは事業所票と利用者票の２種類から構成されています。
それぞれの概要・活用目的・活用例は以下のとおりです。

利用者フィードバック票事業所フィードバック票

ADLや栄養、口腔機能等に関する状態につ
いて、自事業所・施設の利用者個別に分析
し、要介護度等が同程度の他利用者との比
較結果や過去からの変化を把握するための
帳票です。

利用者のADLや栄養、口腔機能等に関する
状態を事業所・施設単位で分析し、同様の
介護保険サービスを提供する他事業所・施
設との比較結果や過去からの変化を把握す
るための帳票です。

概要

各利用者のケアの目標や問題点、提供して
いるケアや状態を把握し、提供するケアによ
る改善状況を評価し、必要に応じて目標や
ケアの見直し等を行うことが可能です。

自事業所・施設における特性や、利用者の
特徴及びケアの特性を認識し、提供するケ
アの改善に活かすことが可能です。

活用
目的

・利用者像や課題の把握
・ケアの実施状況の把握
・ケアの結果の把握
・利用者や家族への説明
・職員間での情報共有

・自事業所・施設の利用者像の把握
・ケアの実施状況の把握
・ケアの結果の把握
・ケアの在り方の見直し
・施設内の管理指標としての活用

活
用
例

（参考）ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（LIFE）利活用の手引き
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LIFEの活用事例 ‘
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（参考）「令和５年度科学的介護に向けた質の向上支援等事業事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001255064.pdf



LIFEの活用事例 ‘
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（参考）「令和５年度科学的介護に向けた質の向上支援等事業事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001255064.pdf



LIFEの活用事例 ‘
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（参考）「令和５年度科学的介護に向けた質の向上支援等事業事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001255064.pdf



LIFEの活用事例 ‘
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（参考）「令和５年度科学的介護に向けた質の向上支援等事業事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001255064.pdf



よくあるご質問①（区分変更申請時のデータ提出）



よくあるご質問②（要支援/要介護切り替え時のデータ提出）



LIFEの活用事例 ・ 研修動画

フィードバックの活用事例集・事業研修会動画

「ケアの質の向上に向けた 科学的介護情報システム（LIFE） 利活用の手引き

付録 令和６年度 事例集（令和７年３月版）」が厚生労働省のHPで公開されて

いますので、ご確認ください。

厚生労働省HP＞「科学的介護情報システム（LIFE）について」＞３LIFEの導入、

入力と評価方法、利活用のマニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001470381.pdf
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また、「科学的介護情報システム（LIFE）第1回説明会」の動画も同じHPで公開

されています。

LIFEの概要や活用事例・システム操作やよくある質問について説明されており

ますので、ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=jI-n_rje-8c


